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令和４年９月阿見町教育委員会定例会議事録  

 

開催日時 令和４年９月２８日（水） 

開催方法 

書面開催 

 開催通知及び資料送付 ９月２０日（火） 

 質疑受付       ９月２７日（火） 

 質疑回答及び議決受付 ９月２８日（水） 

 議決日        ９月２８日（水） 

書面表決者 

 教育長 立 原 秀 一 

委 員 中 島 雅 己 

委 員 岡 田 治 美 

委 員 小 林 和 裕 

委 員 湯 原 敦 子 

 

議  題 

報告第１４号 阿見町青少年相談員の解任の専決について 

報告第１５号 阿見町青少年相談員の委嘱の専決について 

議案第４５号 阿見町社会教育委員の委嘱について 

議案第４６号 阿見町立本郷小学校及び阿見町立あさひ小学校の通学 

区域に関する要綱の一部を改正する告示について 

議案第４７号 阿見町就学援助費事務取扱要綱の一部を改正する告示 

について 

議案第４８号 阿見町人材育成海外留学奨学補助金交付規則の一部を 

改正する規則について 

議案第４９号 阿見町学校給食費事務取扱規則について 

議案第５０号 阿見町学校給食費事務取扱要綱を廃止する訓令につい 

       て 

議案第５１号 阿見町学校給食費滞納整理要綱の一部を改正する訓令 

について 

令和４年９月教育業務報告及び１０月教育業務予定 

議 事 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点等により、９月教育委員会

定例会は書面にて執り行う。 

 

 〇報告第１４号 阿見町青少年相談員の解任の専決について 

 阿見町青少年相談員１名について、本年７月に他界したことから、そ

の解任を専決させていただきました。 

 

 〇報告第１５号 阿見町青少年相談員の委嘱の専決について 

阿見町青少年相談員は、現在１６名で構成しています。要綱での定数

は３０名のため、欠員者の補充が課題となっていました。 

今般、欠員者を補うために新たに５名の委嘱を専決させていただきま
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した。 

 

 〇議案第４５号 阿見町社会教育委員の委嘱について 

 あて職として依頼をしていた男女共同参画センター運営協議会から

の推薦者１名について、委嘱を行います。 

 

 〇議案第４６号 阿見町立本郷小学校及び阿見町立あさひ小学校の

通学区域に関する要綱の一部を改正する告示について 

 本要綱は、阿見町立学校通学区域規則に基づき、町立本郷小学校と町

立あさひ小学校の通学区域の範囲について定めるものです。 

両校の通学区域である一区、上本郷区、本郷区については、あさひ小

学校の開校に伴い、行政区内で通学区域が分けられました。さらに、平

成２９年８月３１日を基準日とする本郷二丁目と上本郷の一部地域の

特例も付随しています。 

今般、この特例が終了することに伴い、要綱で定めた通学区域の区分

について修正を行います。 

 

 〇議案第４７号 阿見町就学援助費事務取扱要綱の一部を改正する

告示について 

 本要綱は、学校教育法第１９条の規定に基づき、経済的理由により就

学困難と認められる児童及び生徒の保護者に対し、阿見町が行う必要な

援助に係る事務取扱いに関して定めるものです。援助費の交付額につい

ては、毎年度、教育委員会で定め、予算の範囲内で交付するものとして

います。 

令和４年度の交付額については、７月教育委員会で承認をいただきま

したが、交付額の一部に誤りが判明したことから再改正を行います。 

 

 〇議案第４８号 阿見町人材育成海外留学奨学補助金交付規則の一

部を改正する規則について 

 ８月教育委員会で再度指摘のあった事項について、改めて修正を行い

ました。 

 まず、同規則第４条第３項について、在学者には「学校長または担当

教授が発行する推薦書又は学校長が発行する在学証明書」としていまし

たが、本制度は多くの方に活用していただきたいことから、在学証明書

のみとしました。 

次に、第１号様式について、成人者の申請も多いことから保護者欄に

「申請者が未成年の場合のみ記入」を追記しました。 

 

 〇議案第４９号 阿見町学校給食費事務取扱規則について 

 現在、各学校で徴収している学校給食費を１０月から学校給食センタ

ーが直接徴収するため、現在の要綱を全面的に改め、新たに規則を制定
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するものです。 

学校給食費の公会計化については、各学校の事務負担を軽減し、教職

員の働き方改革を推進することを主な目的としています。 

学校給食費の納入方法は口座振替を基本としており、既に大半の保護

者から口座振替依頼書を受領して、金融機関の承認も得ています。 

学校給食を実施した翌月末（３月分のみ当月末）を納入期限としてい

るため、実際の口座振替は１１月末から開始する予定です。 

 

〇議案第５０号 阿見町学校給食費事務取扱要綱を廃止する訓令に

ついて 

本件は、議案第４９号 阿見町学校給食費事務取扱規則を新たに制定

するため、これまで運用していた要綱を廃止するものです。 

 

〇議案第５１号 阿見町学校給食費滞納整理要綱の一部を改正する

訓令について 

本件は、議案第４９号 阿見町学校給食費事務取扱規則の制定と、議

案第５０号 阿見町学校給食費事務取扱要綱の廃止に伴い、本要綱の一

部を訂正して、新規則と重複する内容を削除し、合わせて文言の修正を

行うものです。 

 

〇令和４年９月教育業務報告 

２日町校長会、３日狂言鑑賞会、５日町教頭会、６日町議会定例会開

会、町教務主任会、７日町議会一般質問、８日町議会一般質問、町教育

支援委員会、９日町議会一般質問、１２日町議会民生教育常任委員会、

１３日計画訪問（朝日中）、町総合計画策定協議会、１５日町議会予算

決算特別委員会、１６日町議会予算決算特別委員会採決、２０日計画訪

問（竹来中）、２２日青少年相談員連絡協議会、２５日二所ノ関部屋千

穐楽祝賀会、２６日計画訪問（あさひ小）、２７日町議会定例会閉会、

３０日定例管理職会、健康標語選考会、防犯ポスター審査会 

 

〇令和４年１０月教育業務予定 

４日町校長会、５日町教頭会、８日人権教育講演会、１２日町教務主

任会、１３日行政改革推進本部会議、１４日計画訪問（君原小）、庁議、

１６日スポーツフェスタ、１９日計画訪問（阿見小）、２０日町議会臨

時会・全員協議会、２１日町生徒指導主事研修会、２４日計画訪問（第

二小）、２５日教育委員会定例会、２７日市町村教育長会議、２８日計

画訪問（本郷小）、茨城県町村教育長会研修会、３０日町戦没者追悼式 

 

書面審査の結果、委員からの質疑なし、全ての事項について承認され

たことから、本件は原案どおり全て可決する。 

以上 
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そ の 他 連 絡 事 項 等 

事務局 〇次回の教育委員会 

 １０月教育委員会定例会 

  令和４年１０月２５日（火）午後３時３０分 

 

議事録署名    令和  年  月  日 

 

                   教 育 長  立原 秀一 

 

委   員  中島 雅己 

 

委   員  岡田 治美 

 

委   員  小林 和裕 

 

委   員  湯原 敦子 

 


